
 

 

 

 

学位申請の手引き 
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◎ 論文博士の学位審査の概要 

                  1．資格確認 －学位申請資格の確認及び審査－ 

                  ２．申請手続 －論文博士の学位申請手続－ 

                  ３．学位審査 

                  ４．学位授与 

                  ※ 申合せ 
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≪ 大学院医歯薬学総合研究科ＨＰアドレス ≫ 

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/ 

 
学位申請の手引き，様式，申請書類チェックリスト，記入例等については，医歯薬学総合研究科 

ホームページ「学位論文申請（医学系）＜論文博士＞手引きと申請様式」からダウンロードできます。 

 

※ 注意事項 ※ 

「学位申請の手引」は年度により受付期間等が異なるので， 

必ず学位申請を行う年度のものを使用してください。 



 

 

1．資格確認  －学位申請資格の確認及び審査－ 
（1）学位申請資格の確認 

   岡山大学学位規則第５条第２項の規定により，大学院の博士課程を経ないで学位の授与を受けようとする

者は，学位論文の提出に先立ち，指導教授の承認を経た後，学位申請資格の有無の審査を受けなければな

らない。 

① 研究歴について   （「論文博士の研究歴の取扱について」  参照） 

② 外国語試験について （「論文博士の提出に関する申合せ」  参照） 

 

 

（２） 学位申請資格の審査 
     学位申請資格の確認申請があった場合は，学務委員会医学系部会において，学歴・研究歴等の資格 

審査を行う。 

※申請資格ありと判定された方には通知しません。 

※申請資格なしと判定された方には，教育研究分野（所属する教室）を通して通知します。 

 

 

（３）学位申請資格確認の時期 

 
● 学位申請資格確認の書類提出時期は，5 月および 11 月の別に定める日とする。 

 

● 資格審査の月は，6月および12月です。 

  

※下記アドレスの「学位申請受付期間」にある一覧表を確認し，該当の受付期間内に手続きを行ってください。 

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/doctor/dissert

ation/ 

 

備 考：  書類の受付期日は厳守のこと。期限を過ぎた場合は，受付はできません。 

① 受付期間は，土曜，日曜日及び祝日は除く。 

② 受付時間帯は，1０：００～1２：００，1３：００～1７：００ 

③ 資格審査日は，資格申請確認書類受付時にお知らせします。 

 

提出先： 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科等 学務課教務グループ大学院担当 

〒700-8558 岡山市北区鹿田町２－５－1 

TEL：086-235-7986（内線：7986 又は 7987） 

メールアドレス：kdf7986@adm.okayama-u.ac.jp 

 

★  郵送された申請書類は受理しません。申請者本人が直接持参出来ない場合は，教育研究分野 

（所属する教室）を通して提出してください。 

 

 

 

 

 



 

 

 

（４）申請書類等［資格確認用］ 
① 学位論文 

 

1 冊 掲載予定の場合，論文採択を証明する書類（e-mail を含む）

を添付してください。 

② 履歴書 

様式乙－1（資格確認用） 

1 部 研究期間の記載は，⑥「研究歴を証明する書類」と一致させ

てください。 

③ 学位申請者・学位論文等に

ついて 

様式乙－２（資格確認用） 

1 部  

④ 研究業績一覧 

様式乙－３（資格確認用） 

1 部 Ａ４版（1 枚程度）で作成してください。 

 

⑤ 研究歴を証明する書類 各 1 部 事前に各担当窓口に作成を依頼し，提出してください。 

・研究生→医歯薬学総合研究科等学務課教務グループ 

大学院担当（管理棟 1 階） 

・医  員（研修医,助手等） 

→岡山大学病院総務課人事労務グループ 

人事担当（管理棟４階） 

・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科での職歴: 

→研究科人事担当（管理棟２階） 
※研究生：研究歴証明書の発行に関しては，医歯薬学総合究科ホ

ームページ「◆学位･課程修了［医学系］:「研究歴証明書の発

行について」」をご参照ください。 

 

【電子メールで，データファイルを提出するもの】 

⑥ 「論文博士資格審査申請者デ

ータ」様式乙－４（資格確認

用）の電子媒体(Excel)ファイ

ル 

－ ⑥の Excel ファイルを電子メールで教務グループ大学院担当

宛提出してください。 

 

・ファイル名は，「教育研究分野名・氏名」としてください。 

・メールの件名は，「論文博士資格審査・教育研究分野名・氏

名」としてください。 

＜教務グループ大学院担当メールアドレス＞ 

kdf7986@adm.okayama-u.ac.jp 

 

 



 

 

☆ 学位論文は自著の原著論文とし，単著であることを原則とする。ただし，共著のものも次の条件を充たす

ものは認められる。 

 

① 学位申請者は筆頭者であることを要する。又，共著者数は内容に見合った数で且つ 1０名以内が

望ましい。 

※共著の場合は，指導教授又は直接指導者(本研究科所属教員)1 名以上が含まれていること。 

 

② 掲載誌は，［Current Contents］・［EMBASE］・［Pubmed］のいずれかに集録された欧文誌に限

る。 

 

☆ 学位論文は，研究科が承認した学術雑誌（又はこれ相当の印刷物）に印刷公表されたものか，又は印

刷中のものでなくてはならない。 

 

 

（５）留意事項 

・原則として共著者に岡大教員を含まない論文での申請は受付けられません。 

留学される場合は，事前に承認を得てください（1８頁参照） 

 

・研究歴や申請内容，申請論文等に関して疑義がある場合，資格確認申請前に学務委員会医学系部

会において個別に審議することが必要なものもあります。 

 （例：研究歴に関すること，掲載雑誌に関すること，申請論文が複数筆頭者の場合 など） 

 

・「複数の筆頭著者による論文」を学位論文とする場合の申合せが定められています。該当する可能性が

ある場合は，あらかじめ医歯薬学総合研究科ホームページで確認してください。 

 

・審議が必要と考えられる場合は，早めに教務グループ大学院担当まで申し出てください。 

   （申し出られた日によっては審議が翌月以降となる場合もあります） 

 

・資格確認申請書類に記載された個人情報については，資格審査，学位審査にのみに使用します。 



 

 

 

【学位論文の作成上の留意点】 

 
（１） 申請者及び指導教授の所属に、「岡山大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程」と「教育研究分野

名」が記載されていること。 

【記載例】 

 Department of Neurological Surgery, Okayama University Graduate School of Medicine, 

Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama, Japan 

※グレースケールの部分を各自所属する教育研究分野名の英文正式名称に変更してください。 

 

 

（２） 学位論文を作成する上での役割分担について、申請者が筆頭著者に値する役割を果たしていること。 

【例】 “writing”, “writing original draft”, “writing review and editing”, “wrote the 

manuscript” 等の記載箇所に申請者の名前が記載されていること 

  

 

（３） 岡山医学会雑誌への投稿論文を「学位論文」として使用する場合 

 

ア．著者は，投稿時，論文原稿に「学位論文」であることを明記し，印刷に回さないように依頼する。 

イ．学位審査委員から指摘された問題点は，著者が納得の上，審査委員と相談しながら可能な

限り修正する。 医学系会議で学位審査に合格した場合，審査委員長が承認した修正論文を

岡山医学会雑誌編集部に提出し，印刷に回してもらうよう依頼する。 

ウ．学位審査に合格しなかった論文については，審査委員は何らの責任を負わず，著者は何らの

義務を負わない。 

 



 

 

２．申請手続 －論文博士の学位申請手続－ 
（1） 申請資格  
      岡山大学学位規則第５条第２項の規定により学位の授与を受けようとする者で，「1．資格確認」により 

学位申請資格の認定を受けた者 

 

（２）学位申請の時期及び学位授与日 
    

● 学位論文の提出時期は 6 月および 12 月の別に定める日とする。 

 

● 学位授与の月日は，岡山大学における学期及び学事暦等に関する申合せに規定する 
修了日とする。 
 

※学位申請受付期間下記受付期間一覧表を確認して，該当の受付期間内に手続きを行ってください。 

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/doctor/dissert

ation/ 

 

 

備 考：  書類の受付期日は厳守のこと。期限を過ぎた場合は，受付はできません。 

① 受付期間は，土曜，日曜日及び祝日は除く。 

② 受付時間帯は，1０：００～1２：００，1３：００～1７：００ 

 

 

提出先： 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科等 学務課教務グループ大学院担当 

〒700-8558 岡山市北区鹿田町２－５－1 

TEL：086-235-7986（内線：7986 又は 7987） 

メールアドレス：kdf7986@adm.okayama-u.ac.jp 

 

 

★ 郵送された申請書類は受理しません。申請者本人が直接持参出来ない場合は，教育研究分野 

（所属する教室）を通して提出してください。 



 

 

（３）申請書類 

■学位論文 

 

①  学 位 論 文   4 冊 

 
☆学位論文とすることに対する共著者全員の承諾書（様式 乙－５）を添付すること。 

 

     ・Supplement Data がある場合は，それも印刷して提出してください。 

 

 

② 参 考 論 文   各３冊  ［任意］ 
 

☆学位論文に関連する研究の原著論文 

     （自著論文に限るが，筆頭者でなくてもよい）  

 

☆学位論文のテーマとは直接関連しない原著論文，総説，症例報告 

（自著論文に限るが，筆頭者でなくてもよい）  

     ☆研究の背景等を説明するために有益であっても，自著論文以外は含めないこと。 

つまり，共著者に含まれていることが必要。 

 

・Supplement Data がある場合は，それも印刷して提出してください。 

 

 

 ※ 印刷中の学位論文が申請後，印刷公表された場合は，直ちにその別刷を提出すること。 

      審査を受ける前 → （学位論文４部，参考論文は３部） 

      審査を受けた後 → （提出は不要） 

 



 

 

■学位申請書類等 
① 学位申請書 

 （様式 乙－1） 

1 部 写真を貼付してください。 

（縦4.0ｃｍ×横3.0ｃｍ，カラー・白黒どちらでも可） 

② 学位論文の要旨   （様式 乙－２）  
1 部 A4 版の用紙に印刷してください。 

※日本語400 字程度にまとめてください。 

③ 論文目録         （様式 乙－３）  
1 部 掲載予定の場合，論文採択を証明する書類（e-mailを含む）を添

付してください。 

④ 
履歴書 

様式乙－1（資格確認用） 

 
 

⑤ 共著者の承諾書 

（様式 乙－４） 

1 部 全共著者から承諾を得て，各々の承諾書に署名を 

もらってください。 

⑥ 岡山大学学術成果リポジトリ登録依

頼書             （様式 乙－５） 

1 部 詳細は，17-18 頁を参照ください。 

 

【電子メールで，データファイルを提出するもの】 

⑦ 上記②の「学位論文の要旨」 

・電子媒体（Word）ファイル 
－ 

・ファイル名は 

「教育研究分野名・氏名（学位論文の要旨）」 

⑧ 「学位審査委員希望調書」 

・電子媒体（Excel）ファイル 
－ 

指導教授と相談の上，主査３名，副査５名を選出してください。 

・ファイル名は 

「教育研究分野名・氏名（学位審査委員希望調書）」 

⑨ 「学位論文」の全文 

・電子媒体（PDF）ファイル 

ﾘﾎﾟｼﾞﾄﾘ

登録用 

・ファイル名は 

「教育研究分野名・氏名・fulltext」 

⑩ 「学位論文」の abstract 部分 

・電子媒体（PDF）ファイル 

ﾘﾎﾟｼﾞﾄﾘ

登録用 

・ファイル名は 

「教育研究分野名・氏名・summary」 

⑪ 「学位論文」の Figure・Table・ 

Supplement Data など 

・電子媒体（PDF）ファイル 

ﾘﾎﾟｼﾞﾄﾘ

登録用 

・ファイル名は 

「教育研究分野名・氏名・other 

【審査手数料】 

⑫ 学位審査手数料 － ５７，０００円 

 

※⑦～⑪のファイルは，書類提出完了の後，電子メールで教務グループ大学院担当宛に提出してください。 

・メールの件名は，「論文博士申請・教育研究分野名・氏名」としてください。 

・メール送付先は，教務グループ大学院担当（メールアドレス： kdf7986@adm.okayama-u.ac.jp）  

 



 

 

（４）留意事項 

・ 申請書類に記載された個人情報については，学位審査及び事務連絡にのみ使用します。 

また，メールアドレスは，学位記授与式日程通知終了後，削除します。 

学位論文審査の日程の告示に当たり，氏名・論文タイトル・雑誌名等を公表します。学位論文及び学

位論文要旨等については,学位授与後図書館等において公開されます。 

 

（詳細については，医歯薬学総合研究科ホームページ「◆学位・課程修了［医学系］： 

学位を授与された者に係る個人情報の取扱いについて」をご参照ください） 

 

・ 申請書類等の事前（提出前）確認を希望する場合。 

申請書類受付期間中は受け付けられません。 

希望する場合は，申請の一ヶ月前までに，本人又は教育研究分野（所属する教室）の代理人により，

大学院担当窓口へ申し出てください。 

 

 

（５）参考 

 
・ 学位論文に関する取り決め等を，医歯薬学総合研究科ホームページ上に掲載しています。 

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/doctor/dissertatio

n/ 

 
 ・［Current Contents］，［EMBASE］，［Pubmed］，インパクトファクターについて， 

オンラインによる検索方法の一例を，医歯薬学総合研究科ホームページ上に掲載しています。 

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/doctor/dissertatio

n/ 

 

 ・「学位申請に関するよくある質問（Q&A）」を医歯薬学総合研究科ホームページ上に掲載しています。 

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/doctor/dissertatio

n/ 

 

・ 学位申請時に理由書・説明文が必要となった場合の様式を，医歯薬学総合研究科のホームページ 

上に掲載しています。 

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/doctor/dissertatio

n/thesis-m_2/ 

 

・ 岡山大学学術成果リポジトリ，国立国会図書館等，「公表された学位論文」等の確認方法をホームペ

ージ上に掲載しています。 

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/doctor/dissertation/co

nfirmation-2/ 

 

 



 

 

３．学位審査 
・学位審査日程が決定しましたら，提出していただいたメールアドレス宛てに連絡すると共に， 

医歯薬学総合研究科ホームページに掲載いたします。 

・学位審査日程の連絡と合わせて，動作確認の日時も確認いたします。 

 

 

（1） 審査場所及び持ち時間 

      ●審査場所： オンライン  

      ●持ち時間： 前半２０分   論文の発表  

後半２５分   質疑応答     計45 分 

 

 

（２） 学位審査時のプレゼンテーション方法 

202６年度修了予定者等の学位審査委員会（医学系）について、学位審査委員会を Microsoft 

Teams（以下、Teams という）を使用してオンライン方式で実施いたします。 自宅や研究室等から遠隔で

ご参加ください。 

なお、知的財産の権利および個人情報等を保護するため、「誓約書」に回答をいただいた方のみ視聴が

可能といたします。（すでに同様の誓約書を提出した方は、改めて提出いただく必要はありません） 

 

※Teams を利用するときの推奨環境 

無線LAN（Wi-Fi）環境では接続が遮断されるおそれがあるため、可能な限り有線LAN での使用を 

推奨いたします。 

 

 

 



 

 

１．事前準備  

論文博士の学位申請者の場合（以降、「ゲスト」という） 

岡山大学の Microsoft 包括契約の範囲外のため、Teams 上に設定した会議の URL を、事前に 

メールで案内して招待します。 

  ★「誓約書」のダウンロードはこちらから  

★ 事前に Teams の動作テストを実施したい場合は、希望する日時の ３日前まで に、 

学務課大学院担当へメールで連絡をしてください。  

 

● プレゼンテーションで使用するパワーポイントについて 

「研究に関連すると思われる学歴（大学入学から）および，職歴」を最初のページに記載してください。 

 

            2 枚目       2 枚目「タイトル」， 3 枚目以降 プレゼンテーションに関するスライド 

            1 枚目       1 枚目「学歴と職歴，教育研究分野名，氏名」 

 

 

２．学位審査委員会当日について  

（１） 会議へのサインイン及びアクセス：チーム「博士・学位審査（本番用）」 

各自、当日の学位審査会の開始１５分前までに、Teams へサインインし、「博士・学位審査（本番用）」の

会議（以下、「会議」という）へ参加してください（ゲストは会議の URL へアクセスしてください）。  

 

※ チーム名が表示されない方は、誓約書が届いていないか、学生のシステム ID 以外でログインしている

可能性があります。登録がない場合は、参加ができませんので、学位審査開始までに下記連絡先にお尋ね

ください。 

 

（２） ゲストの参加許可は、事前にお知らせした会議の URL にアクセスすると、ロビーで待機となります。 

主査が許可したら、参加できるようになります。 

（３） 進行学位審査委員会の進行は、主査が行います。主査の指示に従ってください。 

（流れ）発表 → 質疑応答 → 一旦会議から退出 → PC の前で待機 

→ 審査委員から再度会議へ参加指示 → 再度参加 

 

（４） 発表・質疑応答 

①申請者は発表資料を開いて Teams の会議画面で以下画面のとおり画面共有アイコンをクリックして発

表資料の画面を共有してください。 



 

 

 

②主査から開始の指示を受けて、共有画面でスライドショーをスタートして発表してください。 

③発表終了後、主査の指示に従って質疑応答を続けてください。 

④主査から一旦退出の指示がありましたら、会議を切断してください。 

なお、連絡があったら再度会議へ参加いただきますので、Teams を立ち上げたまま（会議から 

退出した状態で）、パソコンの前で待機しておいてください。 

 

（５） 審査委員からのコメント 

主査から再度会議へ参加するように Teams の表示または電話等により連絡がきたら、再度同じ会議へ

参加して、コメント等を聞いてください。 審査が終了したら、会議から退出してください。 

 

（６） 審査終了後の手続き 

※学位論文の修正や資料提出などの指示があった場合は至急対応してください。 

 

● 注意事項 

（１） ビデオは必ずオンにしてください。 

（２） マイクは、発言時にのみオンにし、発言しない時はミュート状態にしてください。 

（３） 画面のスクリーンショットは行わないでください。 

（４） レコーディング機能は使用しないでください。 

 

● 審査を受けるよりも前に，接続および表示等の動作確認をしてください。 

ご自身の発表直前にTeamsに接続できない、音声が入らない、画面の共有ができない等の問い合わせが

非常に多く寄せられます。確認作業を怠り、審査当日 Teams への参加やパソコンへの接続、プレゼンテー

ション資料の投影ができないために審査が受けられなかった場合、当該審査期間内に再審査の日程が組

めない場合もありますので、ご留意ください。 

 

※パソコン側の外部出力の切り替え方法は，パソコンの機種によって違います。 

ご自身のパソコンの切り替え方法については，必ず各自で確認をしておいて下さい。 

 

※事前の動作確認作業を怠り，審査当日パソコンの接続および投影などが出来ないために審査が 

受けられなかった場合，当該審査期間内に再審査の日程が組めない場合もあります。 

 

 



 

 

３．学位授与 
学位論文の審査に合格し課程修了が認められた者に対して学位が授与されます。 

※当該学位の授与を審議する教授を最終審査とし，合否が諮られます。 

   （通常，当該学位記授与式の月に開催される教授会に諮ります） 

 

学位記授与式に関しては，「学位申請者データ」に入力されているメールアドレス宛てに連絡します。 

 

 

 



 

 

※ 申合せ 
 

［平成10 年３月以前に岡山大学での研究歴（研究生・医員等）がある者のみに適用］ 
 

論文博士の研究歴に関する取扱いについて（平成10 年３月以前） 

                                                            平成1７年３月２２日 

                                                         医歯学総合研究科医学系会議 
 

論文提出により医学の学位を申請することのできる者は，医学の大学院入学資格の 

有無にかかわらず，理科系出身者にして次の各号に該当する研究歴のある者とする。 

 

1．研究歴 

（1）大学・専門学校において医学又は歯学の課程を修了した者 

                      基礎医学５年以上，臨床医学６年以上 

（２）大学院博士課程（医，歯を除く）を修了した者 

                      基礎医学５年以上，臨床医学６年以上 

（３）大学院修士課程（医，歯を除く）を修了した者 

                      基礎医学６年以上，臨床医学７年以上 

（４）大学・専門学校（医，歯を除く）を卒業した者 

                      基礎医学７年以上，臨床医学８年以上 

（５）短期大学（３年制）を修了した者 

                      基礎医学８年以上，臨床医学９年以上 

（６）短期大学（２年制）修了者，高等専門学校卒業者及び各種学校卒業者 

                      基礎医学９年以上，臨床医学10 年以上 

 

２．前項の研究歴とは次に該当するものとする。 

（1）研究に従事した全期間を研究歴として認めるもの 

 （イ）医学又は歯学の大学の専任職員又はこれに準ずる職員として研究に従事した期間。 

 （ロ）医学又は歯学の大学の研究生等として在学した期間，又，医学又は歯学の大学院 

   を退学した者の場合は大学院に在学した期間。                                 

 （ハ）医学又は歯学の権威ある研究機関において専任職員として研究に従事した期間。 

     この場合は，原則として，助教授又は同等以上の経歴を有するものが指導に当 

    たり，又研究機関としてはその研究に必要な充分の施設を有することを要するが， 

    更に岡山大学医学部研究生として直接指導を受けることが望ましい。 

 （ニ）大学が前各号と同等以上と認める方法により研究に従事した期間。 

 

（２）研究に従事した期間の一部を研究歴として認めるもの 

   研究課題と直接的関係にある傍系研究機関（理学系，薬学系，農学系等）の研究歴 

  をもつものについては，その研究機関における研究期間の２分の 1 とする。ただし， 

  最高２年までとする。 

   この場合，指導者の略歴並びに研究事項を付記した関係所属長の研究歴証明書に， 

  研究した資料を添付して医歯学総合研究科長に申請しなければならない。 

 

備考 以上の何れかに相当すると考えられるが，研究歴として疑点のあるものについては， 

 学務委員会医学系部会において審議し，決定するものとする。 



 

 

［平成10 年４月以降に岡山大学での研究歴（研究生・医員等）がある者に適用］ 

 

論文博士の研究歴に関する取扱いについて（平成10 年４月以降） 

                                                            平成1７年３月２２日 

                                                         医歯学総合研究科医学系会議 

 

論文提出により医学又は学術の学位を申請することのできる者は，医学の大学院入学資格の 

有無にかかわらず，原則として次の各号に該当する研究歴のある者とする。 

 

1．研究歴 

（1）大学において医学又は歯学の課程を修了した者 

                      基礎医学５年以上，臨床医学６年以上 

（２）大学院博士課程を修了した者 

                      ５年以上 

（３）大学院修士課程を修了した者 

                      ７年以上 

（４）大学を卒業した者 

                      ９年以上 

 

２．前項の研究歴とは次に該当するものとする。 

 

（1）研究に従事した全期間を研究歴として認めるもの 

 （イ）医学の大学の専任職員又はこれに準ずる職員として研究に従事した期間。 

 （ロ）医学の大学の研究生等として在学した期間，又，医学の大学院を退学した者の場 

   合は大学院に在学した期間。 

 （ハ）医学の権威ある研究機関において専任職員として研究に従事した期間 

     この場合は，原則として，助教授又は同等以上の経歴を有するものが指導に当 

    たり，又研究機関としてはその研究に必要な充分の施設を有することを要するが， 

    更に岡山大学医学部研究生として直接指導を受けること。 

 （ニ）大学が前各号と同等以上と認める方法により研究に従事した期間。 

 

（２）研究に従事した期間の一部を研究歴として認めるもの 

研究課題と直接的関係のある医学以外の研究機関の研究歴をもつものについては， 

  その研究機関における研究期間の２分の 1 とする。 

   ただし，通計して，最高３年までとする。 

   この場合，指導者の略歴並びに研究事項を付記した関係所属長の研究歴証明書に， 

  研究した資料を添付して医歯学総合研究科長に申請しなければならない。 

 

 

備考1．学位の授与を受けようとする者は，学位論文提出に先立ち，指導教授の承認を得 

   た後，学位申請資格の有無の審査を，学務委員会医学系部会において受けなければ 

   ならない。 

  ２．研究歴に，疑点のあるものについては，学務委員会医学系部会において，個別に 

   慎重に審議し，決定するものとする。 



 

 

［全ての学位申請者に適用］ 

 

論文博士の研究歴の取扱いについて（申合せ） 

                                                  平成1７年３月２２日 

                                                  医歯学総合研究科医学系会議 

 論文博士の研究歴の取扱いにおいて 

 

１． 何れの場合にも，本研究科指導教授のもとで，提出課題の研究に直接従事した期間 

が基礎医学では２年以上，臨床医学では３年以上でなければならない。 

   なお，専攻分野の変更によって，研究歴に疑義が生じた場合は学務委員会医学系部 

  会において審議し，医学系会議に報告するものとする。 

 

２． ４年制大学以上の学歴を有する者が，本学医学部，附属病院及び附属施設等の技官 

として本務に支障のない限りにおいて研究に従事した場合は，その期間を次の各号に 

定める書類を提出し，学務委員会医学系部会の承認を得た上で研究歴とすることがで 

きる。 

   (1)当該者の所属する指導教授の推薦書 

   (2)履歴書 

   (3)研究業績目録 

 

３． 研究生として在籍又は在籍した者が学位論文作成を目的として外国の大学等（大学 

 院をおく大学又は同等以上の教育機関又は研究機関）に留学する場合は事前に学務委 

  員会医学系部会の承認を得ること。 

 



 

 

［※印は，平成1２年４月以降に岡山大学での研究歴（研究生・医員等）が始まった者に 

  のみ適用。☆印は，全ての申請者に適用］ 

 

論文博士の提出に関する申合せ 

（岡山大学学位規則第７条第２項・第1２条） 

             平成1７年３月２２日 

                                                  医歯学総合研究科医学系会議 

 

 第７条第２項関係 

☆ 1．学位申請に必要な論文は学位論文1 編とする。ただし，公表されたもの及び受理さ 

   れたものに限る。 

    参考論文がある場合は，同時に提出すること。 

     参考論文：学位論文に関連する研究の原著論文 

          学位論文のテーマとは直接関連しない原著論文，総説，症例報告 

    参考論文の提出は任意とする（筆頭著者でなくてもよい）。 

 

☆２．学位論文は自著論文とし，単著であることを原則とする。ただし，共著のものも次 

  の条件を充たすものは認められる。 

(１) 学位申請者はその論文の筆頭者であることを要する。又，共著者数は内容に見 

合った数で且つ 1０名以内が望ましい。 

   (2) 当該論文の掲載誌は，次の索引誌に集録された欧文誌に限る。 

     Ａ．Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 

     Ｂ．Ｅｍｂａｓｅ 

     Ｃ．Ｐｕｂｍｅｄ 

   (3) 当該論文は，申請者が主体的に研究したものであり，これを申請者の学位論文 

     とすることを，申請者以外の共著者全員が承諾していることを示す文書を提出 

     しなければならない。 

 

☆３．上記(2)以外の欧文誌掲載論文受理については，学務委員会医学系部会において審査し 

   諾・否を決定する。 

 

☆４．邦文誌又は邦文及び欧文併用誌については，今後継続して検討する。 

 

△※第1２条関係 

  学位を申請する者は医歯学総合研究科が行う外国語試験に合格していなければならない。 

 

  備考 

   第12 条関係は，平成12 年3 月31 日以前に研究生の経歴を有する者については， 

  適用しない。 

 
 

  △第12 条関係の補足説明 

   提出される学位論文が欧文の場合は，この外国語試験は免除されます。 

※平成29 年7 月 1 日 一部改正 

※令和元 年7 月16 日 一部改正 



学位規則改正による博士学位論文の
インターネット公表について

平成25年4月1日付け学位規則改正により、博士学位論文全文の公表について、これ
までの印刷公表に代えてインターネット公表により行うことになりました。

インターネット公表は授与大学の協力を得て行うこととなっており、岡山大学では「岡山
大学学術成果リポジトリ」での公表となります。
また、国立国会図書館でも全文データを保管し原則インターネットで公開します。

岡山大学学術成果岡山大学学術成果リポジトリリポジトリとはとは？ httttpps:////ouousasar.libb.ookaayayamaa‐u.u aac.c jjp/p/
岡山大学学術成果リポジトリは、岡山大学の研究・教育成果を蓄積・発信する全文

データベースです。岡山大学に所属（過去に所属された方含む）の教職員・学生の方の
研究・教育成果物を対象に登録し、インターネット上で無料公開しています。

例外について
やむを得ない事由で授与後1年以内に公表できない場合は大学の承認を受けて全文

に代えて要約を公表します。やむを得ない事由としては以下のような場合が考えられま
すがすが、大学大学のの承認承認をを得得ることがることが必要必要となりますとなります。登録依頼書登録依頼書にに理由理由をを明記明記してくださいしてください。
ただし、承認された場合もやむを得ない事由が解消した場合は公表が求められます。

また、やむを得ない事由があると承認された場合も、求めに応じて大学および国立国
会図書館が閲覧に供します。

・ 著作権や個人情報に関わる制約がある場合
・ 特許の申請に関わる場合
・ 出版刊行 雑誌投稿を予定している場合 など出版刊行、雑誌投稿を予定している場合 など
※ 図書館で出版者の著作権を確認した結果、本文のリポジトリでの公表が1年以内に
できない場合も、本文に代えて要約を公開します。

登録に必要なもの
次のものを各研究科教務担当へご提出ください。（登録は図書館で行います。）

① 岡山大学学術成果リポジトリ登録依頼書
② 学位論文全文データ② 学位論文全文デ タ
③ 要約（※）データ ※呼称は各研究科で異なる

なお、提出にあたっては、注意事項をよくお読みください。締切については各教務担当
へご確認ください。

図書館での登録の流れ
① 登録依頼書の確認

② 学術雑誌等掲載論文の場合は、出版社等との権利関係・著作権上の問題がないか② 学術雑誌等掲載論文の場合は、出版社等との権利関係 著作権上の問題がないか
どうかを調査
③ 岡山大学学術成果リポジトリへ登録・公開

iwamoto-n
テキストボックス
別紙様式１－１に参考添付



提出データについて

提出にあたっての注意事項

• データの内容は博士学位論文として冊子で提出したものと同一にしてください。

• 原則としてデータはPDFで提出してください。ただし無理な場合はWordなど他の形式でも結構です。

• 論文本文データのファイル名はfulltext としてください。副論文その他データはother（複数ある場合
は、 other1、other2、…）としてください。

• 要約データのファイル名はsummaryとしてください。

• データには暗号化、パスワード設定、印刷制限等を行わないでください。

著作権について（主論文の他、副論文、参考論文含む）
• 共同研究者、共著者がいる場合は、事前に全員の許諾を得てください。（学位論文の使用に加え、

学位論文としてインターネット公開されることについての許諾も必要です。）

• 論文中に他者の著作物が含まれる場合は、事前にその権利者から許諾を得てください。

その他
• 登録依頼書の提出にあたっては指導教員の確認を得てください。

【お問い合わせ先】

岡山大学図書館 情報管理課 情報整備グループ

〒700‐8530 岡山市北区津島中3‐1‐1
TEL：086‐251‐7315 FAX：086‐251‐7314 E‐mail：libcat@adm.okayama‐u.ac.jp



- There is a restriction regarding copyright and/or personal information.
- The case concerns a patent application.
- The dissertation is planned to be published as a book and/or in a journal.
... etc.
* A summary of the dissertation will also be made publicly accessible, in lieu of its main (full) text, in the case that as a

result of confirmation by Okayama University Libraries regarding related copyrights held by the publisher, it proves
impossible to provide open access to the dissertation’s main text data via the institutional repository within one year of
the degree conferment.

Necessary items to self-archive your dissertation
Submit the document and data listed below to the educational affairs section of your graduate school. (The task of 
depositing the relevant data in the repository will be conducted by the University Libraries.)
[1] The form “Request for Self-Archiving Dissertation in Okayama University Scientific Achievement Repository”
[2] Full text of the dissertation
[3] Data of the dissertation summary (*)

* “Summary” here may be referred to differently at different graduate schools.
Before submitting, read carefully through the “Notes Regarding Submission” section in this document. For details
regarding the submission deadline, contact the educational affairs section of your graduate school.

Self-archiving procedure followed by University Libraries
[1] Examine the submitted Request for Self-Archiving form.
[2] If the dissertation was, or will be, published in an academic journal, etc., ascertain that there is no problem in right of

publisher or other agreements regarding copyrights and/or other rights.
[3] Deposit the dissertation data in OUSAR and make it publicly accessible.

Providing open access to doctoral dissertations 
via the Internet, in accordance with the 

amended Degree Regulations
Based on the Degree Regulations amended on April 1, 2013, it is required that the full texts of doctoral dissertations be 
made openly accessible via the Internet, in lieu of making them publicly available in the form of printed publication, 
which was previously required by the Regulations.
According to the amended Regulations, public Internet access to doctoral dissertations must be provided with the 
cooperation of the university that grants the doctoral degree to the dissertation author. At Okayama University, 
dissertations are made publicly accessible by means of the Okayama University Scientific Achievement Repository 
(OUSAR).
Aside from OUSAR, the National Diet Library (NDL) also stores full-text data of doctoral dissertations and makes them 
publicly available via the Internet, in principle.

What is the Okayama University Scientific Achievement Repository (OUSAR)? https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/
OUSAR is a database for electronically storing and disseminating the full texts of the University’s internal research and 
educational outputs. It is a tool used for self-archiving and providing open and free access via the Internet to the 
research and educational outputs produced by present and past faculty members and students of Okayama University.

Exceptions
If it is impossible to provide open access to a doctoral dissertation within one year of the conferment of the doctoral 
degree due to an unavoidable reason, a summary of the dissertation will be made openly accessible online, in lieu of its 
full text, subject to approval of the University. While possible cases constituting an “unavoidable reason” include the 
situations listed below, any case requires approval of the University to be recognized as an unavoidable reason. If you 
have any reason for which open access to the full-text data should be restricted, specify in the form “Request for Self-
Archiving Dissertation in Okayama University Scientific Achievement Repository.” Note, however, that the full-text data 
must be made publicly accessible if the approved “unavoidable reason” has ceased to exist. 
Also note that even if a situation concerning your dissertation is recognized to constitute an unavoidable reason, the 
University and NDL may offer full-text data of the dissertation for reading, upon request.
Possible cases constituting an unavoidable reason:
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Data to be submitted
- Contents of the data submitted must be identical to those of the doctoral dissertation submitted in book form.
- Submit the data in PDF format, in principle. If this is not possible, other format (MS Word, etc.) is also acceptable.
- The file name of the dissertation’s main text data must be “fulltext”. For the file of supplementary papers or other 

data, the file name must be “other”. (If there is more than one such file, name them “other1”, “other2”, etc.)
- The file name of the dissertation’s summary data must be “summary”.
- Avoid using encryption, setting passwords, and restricting printing to data to be submitted. 

Copyright (regarding supplementary paper(s) and reference paper(s), along with the primary dissertation)
- If the dissertation was co-researched and/or co-authored, obtain consent from all other researchers/authors in

advance. In addition to consent for the use of the dissertation data in OUSAR, consent must also be obtained
regarding allowing the data to be publicly accessible via the Internet as your doctoral dissertation.

- If the dissertation contains copyrighted contents produced by others, obtain consent from the copyright holder(s) in
advance regarding the use of the corresponding data in OUSAR.

Other
- When submitting the Request for Self-Archiving form, obtain approval of your academic adviser.

Notes Regarding Submission

[Inquiries]
Infrastructure Group, Information Management Section, Okayama University Libraries

Address: 3-1-1 Tsushima-naka, Kita-ku, Okayama City, Okayama Prefecture 700-8530, Japan
Tel: +81-86-251-7315           Fax: +81-86-251-7314            E-mail: libcat@adm.okayama-u.ac.jp
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